
令和８年度養護教諭初任者研修指導者候補者募集案内

　広島県教育委員会では、養護教諭初任者研修の対象者（以下「初任者」という。）に対し研修を実施するため、校内研修における指導に係る業務を行う、養護教諭初任者研修指導者（以下「指導者」という。）を募集しています。

１　職務

	区分
	職務内容

	養護教諭

初任者研修指導者
【会計年度任用職員】
	養護教諭初任者研修に関すること
・初任者が職務上必要とする事項についての指導及び助言
・初任者の職務に関する相談


２　勤務先

　　初任者が在籍する学校（広島県内）
３　応募資格
(1) 地方公務員法第16条の欠格条項の欠格事由に該当しない者

(2) 養護教諭の退職者

４　応募方法・応募先

　別紙様式「養護教諭初任者研修指導者候補者申込書兼履歴書」を作成し、次の応募先へ提出してください。


５　募集期間

　　令和８年３月31日（火）まで〔郵送にて必着〕

　　
６　選考方法等

(1) 提出書類及び面接試験により選考し、採用を決定します。

(2) 面接日及び面接場所については、応募者に別途連絡します。

(3) 選考結果については、面接終了後１週間以内に電話にて連絡します。

７　採用期間

　　採用期間は、原則として、令和８年５月11日から令和９年３月31日まで

８　報酬・その他の勤務条件
(1) 報酬

報　酬　　2,790円／１時間
旅費　　　県で定める交通費相当額

(2) 勤務条件
　　勤務日　　１か年につき７日を超えない範囲内

　　勤務時間　１日につき４時間を超えない範囲内

９　その他
　　提出書類について、採用手続以外の目的では使用しません。不採用者となった者については、使用
　後は当方で責任を持って処分します。
（参考）地方公務員法第16条の欠格条項の欠格事由


一　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 


二　当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 


三　人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 


四　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者





　（応募先）


住所：〒730－8514　　広島市中区基町９－42


　　宛先：広島県教育委員会 事務局 学びの変革推進部


 　　　　　　　　　　　　　豊かな心と身体育成課 健康教育係


電話：082－513－5036








